
航空でも懸念される日本の支線化杉田

光春外航海運が ｢海運自由の原則

｣により船舶の航行や貨物の積取りが

自由なのに対して､航空は便の運

航や貨客の運送が原則として不自由で

ある｡すなわち､国際航空において

は関係国の許可がないと航空機を乗入

れることも､旅客や貨物を運送することもで き

ない｡しかし､近年､国際航空の枠

組みを積和すべき､とくに貨物便につ

いては規制を撤廃すべきとの声が高まっ

てきているoここでは､そのような動きの

例 としてOECD (経済協力開発機構)､ICAO (国際民間航空機構)､APEC (ア

ジア太平洋経済協力会議)､WTO

(世界貿易機構)などの取組みについ

て紹介する｡更には､日本における規

制緩和の動きをレビューした上で､貨

物便を自由化 した場合の問題点､今後

の航空自由化の見通しなどについ

て検討することにしたい｡

自

由化への胎動OECDの提案

OECDは先進30カ国の集まりで

､多角的な自由貿易の拡大を一つの目的とし

ているoただし､OECDが取上げる

対-象分野は貿易に止まらず経済 ･社

会政策の全般に及んでおり､運輸サービスに

ついても従来から取上げてきたoOEC

Dは1997年に航空輸送に関する報

告書をまとめたが､その中で航空の枠

組みは一般的な貿易活動に比べ

ると規制が多過ぎ､液和が望ましいと

した｡しかし､航空輸送を一時に全面的に

自由化するのは難しいので､OEC

Dはまず貨物分野の規制膚和から取組

むことにした｡貨物の自由化を先に取

上げる理由は､経済原則で動 く貨物の

方がナショナリズムの問題が少なく､

航空政策上もセンシティブでないと考えられ

たためである｡これを受けて､1999年

から2002年までOECD事務局の主

催によって計 3回のワークショップが開催さ

れた｡その纏めとして出されたのが､4 昨年 5月の報

告書''LlberallZatlOnOfAl一CargoTransport■■である (注

①)｡ただし､この報告書は理事会

の承認を得たものではなく､ワークシ

ョップ参加者

の意見の集約という位置付けになっている

｡昨年5月のOECD報告書は､貨

物便の自由化だけでなく､旅客便のベ

リーに搭載される貨物についても自由

化することを提言している｡第 2回ワークシ

ョップ (2000年10月)までは貨物

便が自由ノ化の対象だったが､世界の

航空貨物の約半分が旅客便で遵ばれて

いることに配慮 して､対象が拡げられ

たものだ｡これによって､旅客便の特

定の区間で貨物の横取 りが制限されて

いた場合､自由化によっ

て貨物が積めるようになるメリットが

あるcLかし､旅客便は当然ながら

促の運航が旅客需要に合わせて決めら

れており､また貨物の横取 りが禁止さ

れている区間は実際には余 りないこと

から､この変更は限定的な影響しかな

い｡同報告書では貨物便の運航につい

ては､地点､便数､機材

､便名等を自由にすべきであるとして

いる｡また､貨物の運送権に関して

はカポタージュ (国内区間の運送)以

外は全て自由にし､外国人による航空

会社の持株シェアに関しても制限を撤廃する ことを提案 して

いる｡航空会社間の商務取決め､適

賃､航空機リース､付随サービス等も

自由にすべきとしている｡以上見たように

､OECD報告書の基本的考え方は､

経済的規制は全て廃止して､国の規制

は社会的規制 (安全､

保安等)に止めようとするもので

あるoICAO運送会議と宣言

本年3月､ICAOの航空輸送会議 (AirTransportCon

ference)が 9年ぶりに開催された｡

前回1994年の会議では航空自由

イヒが一つのテーマだったが､今回の

会議ではその後のオープンスカイ協定の増加や､WTO､OECD､APEC等における

航空自由化の検討の動 きを受けて､｢自由化の課題と機会

｣(ChallengesandOp-portunltleSOfLibera

llZatlOn)が主要テーマとな

った｡この中で､航空貨物の自由化問題は市場参入 (MarketAccess)問題の

一つとして取上げられた (荏(参)｡会議

前に出されたICAO事務局のワ

ーキングペーパーは次のように言って

いる｡『航空貨物は旅客を上回る伸

びを示し､世界経済の中で益々重要な

役割を果たすようになっている｡しかるに､CONTAINE



現行の航空協定の枠組みは旅客便を念

頭に置いたもので､貨物便にとっては

成長の妨げとなっているO

他方､一部の国々では貨物便を一方

的に (Unilaterally)自由化したり､二

国間､多数国間で貨物便を自由化して

いる.世界では28件の貨物オープンス

カイ協定がある｡貨物便の市場参入を

自由化することによる経済的メリット

は大変大きいので､自由化を進めるべ

きだ｡カポタージュを除く貨物の運送

権､貨物便の乗入れ地点､便数､機材､

便名､貨物会社の所有と支配要件､航

空機のリース､運賃､インターモーダ

ル輸送､地上取扱い､上屋業務等､全

て自由化すべきだ｡』

また､貨物便のみを自由化すると､

航空機の種類によって駿争力のバラン

スが崩れるとの見方に対しては､次の

ように言っている｡

『自由に飛べるようになる貨物便は

搭載容量､スケジュール､柔軟性等に

おいて､旅客便ベリーよりも有利にな

る可能性がある｡しかし､他方､旅客

便では貨物を限界費用ベースで販売で

きるので､貨物収入だけに頼る貨物便

よりも有利であるoJ
このICAOワーキングペーパーに関し

て､自由化賛成派の米国､シンガポー

ル､ICC (国際商工会議所)等が事前に

支持のコメントを出した｡会議におい

ては､既に貨物を自由化している国々

(オース トラリア､インド､UAE他)

が支持し､貨物自由化に憤重な意見は

少なかった模様である｡会議後に発表

された資料から航空貨物に関する結論

と宣言の部分を紹介する｡結論として

は次のように述べているo

『通商と経済開発の利益を考慮 して

貨物便の加速的自由化と規制改革を考

慮すべきである｡加盟国は貨物便の自

由化のために次の選択肢の可能性を考

慮すべきである｡

1. -万的自由化 (二国間の相互主義で

なく)

li.二国間協定の中で相互に自由化

iii多国間調整による自由化』

更に､貨物便の自由化にかかる航空

協定付属書のモデル案を示している｡

また､宣言は次のように述べている｡

『加盟国は､安全と保安が確保され

ることを条件に､国際航空貨物便の規

制を自由化することを考慮すべきであ

る.j

APEC､WTO､IATA等の動 き

APEC (アジア太平洋経済協力会議)

は､1995年から1997年にかけて運輸分

野の規制藤和について作業部会を開い

て検討を行い､1998年に報告書を纏め

た｡その報告書の中で航空分野に関す

る課題として8項目をリス トアップし

特に次の4項目について優先的にアク

ションを取ることを決めた (荏(診)C

①航空に付随するサービス (地上業務､

営業活動､予約システム)に関する

親制の廃止

②貨物便にかかる参入､供給量､運賃

等に対する規制の廃止

③指定航空企業の複数化

壇)コードシェア等を通 じた航空企業間

協力を許可

また､2000年のAPECブルネイ会議で

の協議を受ける形で､2001年 5月に自

由イヒ志向の5カ国 (アメリカ､ブルネ

イ､チリ､シンガポール､ニュージー

ランド)間で多国間航空自由化協定､

(Plurilatera1OpenSkyAgreement)

が結ばれた｡その後､この協定はペル

ーおよびサモアの参加により7カ国間

の協定となっているが､APECでは更に

参加国を増やして行 くことが話し合わ

れている0

1995年に発足したWTO(世界貿易横棒)

は物の貿易だけではなくサービス貿易

の自由化に取組んでいる (注④)0

サービス貿易とは､通信､流通､金

融､建設､道輪等の第三次産業の国際

間取引を指している｡航空輸送に関し

ては1995年に発効した rサービスの貿

易に関する一般協定』(GAでS:General

AgreementonTradelnServices)の

付属書の中で､旅客 ･貨物の運輸権に

ついては自由化の対象とせず､航空桟

整備､航空輸送サービスの販売および

旅客予約システムに限って自由化する

ことにした｡すなわち､運輸権につい

ては従来の航空協定に委ねる形になっ

ているo
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しかし､WTOはこの航空にかかる付

属書を定期的にレビューすることにし

ており､航空自由化の範囲の拡大につ

いて検討することになっている｡

IATAはライト兄弟の初飛行から100

年日に当る本年6月にワシントンDCで

年次稔会を開催 した (注⑤)｡本年の

稔会は航空会社にとってイラク戦争や

SARSの影響により厳しい経営環境の中

での開催となった｡航空業界にとって

困難な状況の中で､航空会社は何をな

すべきか､航空会社として行政や空港

に何を要請するか等が話し合われた｡

会議は''Freedom toChange''を副題と

するワシントン宣言を採択した｡

その宣言の中で､IATAは航空業界が

存続していくためには大胆な改革が必

要であるとし､政府に対しては航空会

社への出資にかかる外資規制の綾和､

公租公課の畢減､保安費用の政府によ

る負担等を求めている｡この宣言は､

貨物分野に特に触れていないが､基本

的な方向として規制潰和の必要性を強

く詣った内容となっている｡

日本における

規制巌和の動き

日本においても徐々に､しかし確実

に規制綬和が進んで来たO

まず､規制凄和にかかる全般的取 り

組みの経緯を見た上で航空分野の規制

程和の流れを凝 り返ってみよう｡

現在の規制改革の取組みは､1994-

95年､村山内閣の下で総理府に行政改

革委員会､その下に規制膚和小委員会

が設置されたことに端を発している.

規制膚和の基本的な考え方は､事業へ

の参入や価格規制等については行政の

関与をできるだけ少なくして､訂民に

できるものは民に任せる』ということ

である｡その後､規制旗和小委員会の

活動は1998年に行政改革本部規制綾和

委貞会に引継がれ､99年に規制改革委

員会に改称､さらに2001年に内閣府に

総合親制改革会議が設置されて引継が

れて来ている｡

6

運輸分野については96年に運輸全事

業分野における需給調整規制の廃止､

運賃親制の清和などの方針が決定され

た｡行政は主に安全面の規制のみを行

い､経済的規制は廃止 していこうとい

う考え方である｡特に需給調整規制の

廃止は画期的な行政の方針の大転換で

あったOこの方針に沿ってタクシー､

バス､鉄道､海道､航空等の各分野で

規制緩和が進められて来た｡

航空分野では､1986年に45-47体制

(航空会社毎の事業分野を規定)が廃

止されて以降､ダブル トリプル基準の

凄和､幅運賃の導入等が進められて来

た (表 1-2)｡2000年 2月､航空法

が改定され､国内航空の需給調整規制

が廃止され､運賃は認可制から届出制

となり実質的に自由化された (表 3)C

かつて航空会社は路線毎に免許を取

得する必要があったが､新航空法では

航空事業の許可を取得 していれば､ど

の路線でも自由に参入できるようにな

った｡また､ダイヤについては以前は

許可制だったが届出制に変わった｡こ

のように､2000年 2月の改定は大幅な

改定だった｡

しかし､国際航空については､あま

り変わっていない｡これは､国際航空

は航空協定 (条約)によって､参入や

運賃が規制されており､航空協定の変

更なしにはルールを変えられないから

である｡従って､現行航空法では国際

航空については別途条項を設けて例外

的扱いになっているC

規制緩和の問題点

米国で1978年に航空会社規制濃和法

が制定されてから25年が経ったOその

間に米国では200社に上る新規の航空

会社ができ､そして消えていった｡

1984年には航空会社への路線の配分

や運賃の認可といった経済的規制を担

当していた民間航空委貞会 (clVilAer-

onauticsBoard)が廃止された｡1991

年にはパンナムが倒産した｡規制嶺和

の結果に対する評価については色々な

見方がある｡乗客の少ない路線が廃止

になって不便になったり､バリュージ

ェットの墜落のような事故も起きた｡

しかし､概 して言えば､運賃が安 く

なり､路線 ･便数が増えて､利用者に

とってより便利になったと言えるだろ

う｡米国の規制緩和の動きは､まず欧

州に､そしてアジア大洋州にも波及し

た｡日本でも1986年以降競争促進政策

が取られて来たoこのように､世界の

潮流は自由化の方向にあり､この流れ

は今後とも変わらないだろう｡

しかし､規制確和に伴う問題が種々

あるのも確かだ｡

貨物便の自由化に関しては次のよう

な問題がある｡

第-に､貨物が旅客便から貨物便に

シフトすることによって､路線によっ

ては旅客便の収支が悪化して､優が飛

ばなくなる恐れがある｡貨物便は次の

ような理由から旅客便より競争力が強

い｡

①貨物の取扱い時間に合わせたスケジ

ュールを組んでいるので荷主が利用

しやすい｡

②旅客便に比べて輸送能力が大きいの

で大口の出荷にも対応できるO

③旅客便より大量の貨物を扱うので単

位当りコス トが安い｡

従って､貨物便が自由に増便される

と貨物が旅客便から貨物便にシフトす

る可能性があるD旅客便にとって貨物

収入は重要な収入源なので貨物が貨物

便に移ると旅客便の収支が悪化し安定

的に運航できなくなる恐れがある｡

他方､これと異なる見方もある｡

旅客便では貨物はバイプロダクトと

して限界費用に基づ く販売が可能だか

ら､旅客便は競争力があるというもの

だO実際に､路線によっては旅客便の

ベT)-スペースがパイプロダク ト的に

販売されているケースがある｡

第二に空港の発着スロットに関して

次のような問題がある｡一般的に世界

の主要空港では既に発着枠が満杯に近

いところが多い｡このような状況下で

貨物便を自由化すると､残 り少ない空

港スロットを貨物便に先に占められる

恐れがあるO将来的に旅客便を増便 し

たり､新路線を開設する時に利用でき

るスロットがないという事態になりか

ねない｡

従って､スロット調整の規則､ある
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いは使用空港についての何 らかの仕切

りが必要となるが､スロットの面から

規制するということは､自由化に矛盾

する｡スロットの問題がない空港なら

ば以上のような問題はないが､そのよ

うな空港はごく一部に限られている｡

第三に自由化の方法論として､上に

見た多 くの提案は多国間の自由化を提

唱しているが､多国間調整よりも二紀

聞協定で対応するのが適当だと思われ

る｡航空会社や国によっては貨物機を

ほとんど持っていないところがあり､

また､路線によっては貨物便の必要が

無いところがある｡

このような状況下で一律に貨物便を

自由化すると､貨物機を持つ航空会社

や国のみがア ドバンテージを得ること

になりかねない｡そうなった場合､寡

占化が起きる恐れがあり､利用者にと

って選択肢が減ることになって利便性

が損なわれてしまうO従って､そのよ

うな懸念がない路線､すなわち､自由

イヒによって路線 ･便数等が増え､利用

者の利便性が増すと考えられる路線に

ついて､二国間航空協定で自由化を図

るのが現実的だ｡

実際に､例えば日米航空協定では先

発 (インカンベント)航空会社 (注⑥)

については日米間､以遠区間ともに路

線 ･便数に制約がなく､オープンスカ

イに近い形になっている｡

更に､関連して次のような問題があ

ることを指摘しておきたい｡航空協定

において貨物便が自由化されることと

航空法に規制されている邦人航空会社

の経営の自由度が高まることとは別だ

ということであるo

すなわち､航空協定が自由化されて

も､航空会社が現行の航空法に縛られ

たままでは自由に競争することが出来

ないo邦人航空会社にレベルグラウン

ドで外国社と競争させる為には､航空

法の経済的規制はもちろんのこと社会

的規制についても見直しを行って航空

会社の自由度を高めなければならない｡

例えば､2000年 2月の航空法改正に

よって､航空会社は他社に運航や整備

に関する業務の管理を委託したり､ま

た､受託することが可能になったが､

法の運用面では委託者が同一機種を道

航していることが条件とされており､

貨物需要の増減に応 じた機動的な受 ･

委託は困難であるCさらに言えば航空

法だけでなく税関手続き､空手巷の適用､

道路交通､通信等多くの面で規制があ

り､日本の航空会社のコス ト高に繋が

っている｡また､日本の空港及び航空

会社の国際故争力の観点から､諸外国

に比べて高い日本の公租公課 (空港使

用料金､燃油税等)を値下げすること

も必要である｡

以上見てきたように旅客輸送と貨物

輸送は特性が異なるので､貨物イ削こつ

いて旅客便と異なる柔軟な枠組を設け

ることは妥当だと思われるが､貨物便

を単に自由イヒすれば利用者利便が向上

するということではない｡

従って､貨物自由化問題に関しては

関連する諸問題に十分配慮 しつつ慎重

に対応する必要がある｡

今後の見通し

以上のような状況から今後とも航空

自由化の潮流は変わらないだろうが､

今後､どのようなモメンタムによって

自由化が促進されると考えられるだろ

うか ?

まず､日本の外からの動きとしては

ICAOが貨物便の加速的自由イヒを捷言し

ていることから､今後行われる航空交

渉において貨物便の自由化が提案され

るケースが増えるだろうと思われる｡

特に米国はオープンスカイ協定を推し

進めており､既に世界中の50カ国以上

の国々と自由化協定を結んでいるが､

益々自由化の動きを強めるだろう｡

もう一つのポイントはFTA(自由貿易

協定)の動きである｡世界中の多くの

地域でFTAの取 り組みが活発になって

いる｡日本も昨年のシンガポールとの

FTA締結に続いて､現在､メキシコ､

韓国､チリなどと検討中である｡FTA

交渉ではサービスも対象 となるので､

ロジスティクスの明Bをデザインする 無 ◎MKKKQA RvA
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航空自由化が通商間麓の一つとして取

上げられ､交渉材料になる可能性があ

る｡

次に､日本の国内事情からも自由化

が推進される可能性がある｡来年4月

に成田空港は単独で株式会社イヒされる

ことになったo当局のオリジナ)I,案は

三空港 (成田 ･関空 ･中部)合わせた

上下分離方式による株式会社化だった｡

関係者の意見を考慮に入れて､成田

表 1 参入規制の緩和

単独方式に変わったo問題は､関空と

中部空港で､乗入れ便数が将来的にも

低いレベルに止まり､厳しい経営状況

が続 くことが懸念される点だ｡空港の

利用を促進する方策として､貨物便を

自由化して乗入れを増やそうというこ

とになる可能性がある｡

貨物便が自由化されるか否かにかか

わらず､日本を取 り巻 く航空貨物市場

は大きく変わる可能性がある｡世界の

工場となったアジア､なかでも中国の

航空貨物の伸びが著しい｡海上貨物で

は既に中国及び香港発の貨物が太平洋

航路の65%を占めており､日本発は8

%に過ぎない｡航空では中国発26%､

香港発 5%に対 し､日本発24%となっ

ているが､将来的には海上貨物と似た

絵姿になる可能性があるQ

中国発の航空貨物の増加に合わせて

中国の航空会社は貨物事業に力を入れ

1972年 45.47体制(JAL:国際線 .国内幹線､ANA:国内幹線 .ローカル線)

JAS:国内ローカル

線1986年 45.47体制を廃止(国際線に全社の参入を認

める)ダブル .トノプル トラック化

基準を導入1992年 ダブル .トノプル トラック化基準

を緩和(第一次)1996年 ダブル .卜)プル トラック

化基準を緩和(第二次)1997年 ダブル .ト

ノプル トラック化基準を廃止1998年 9月 スカイマーク

エアラインズ 羽田-福岡に新規参入12月 北海道国際航空 羽田-札幌に

新規参入2000年 航空法の改正需給調整規制の廃止､路線毎の免許制から

事業毎の許可制へ移行表2 運賃規制の緩和1990年 標準原価の導入 南北格差是正

の観点から､同一距離同一運賃帯を目指すために導入1995年 一部届出

化 :5書以内の営業割引運賃および一部の料金を届出化1996年 幅還賃制度の導入 :標準原価から25%の幅内での普通運賃の設定を自由化

1998年 9月 スカイマークエアラインズ

が半額運賃を設定12月 北海道国際航空が36%引き運賃

を設定2000年 航空法の改正運賃認可制から事前届出制へ移行

日本法人･lATA公認国際航空貨物代理店ユーフレイトジャパン株式会
社本 社:〒10310015東京都中央区

El本橋箱崎町1711箱崎リージェントビル東京翰ttL
:TEL03-3663-9011 FAX03-3663-9015東京

輪入:TEL03-3663-9380 FAXO313663-9623大
阪 :TEL06-6281-2860 FAX06-6281-2863福 岡 :TEL092-482-7140 FAX092-474-6386
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てお り､貨物部門を別会社化 して貨物

機の増強を囲っている｡海道で中国の

船社COSCOが活躍しているように中国

の貨物航空会社が今後大きく伸びると

思われる｡

航空機では従来のジャンボ横の1.5

倍の搭載能力を持つエアバス380型機

が2006年から就航する｡エアバス380

貨物機は最も需要の多い幹線に就航す

ることになるだろう｡海運では､El本

が幹線から外れてフィーダーライン化

することが懸念されている｡

例えば､欧州とシンガポールや韓国

の間が幹線になって､日本はその支線

になるということ｡もし､そうなると

日本の国際競争力がダメージを受けて

しまう｡航空ではそのような状況はな

いが､将来､日本の空洞化が進むと､

米中間が幹線､日本はその支線になり

かねない｡あるいは､米中間幹線の飛

行機の空きスペースを埋めるために､

不定期に日本に寄港するといった形態

も考えられる｡

表3 航空法の改正(2000年2月)

これでは日本の荷主企業にとって利

便性が大幅に低下してしまうoハイテ

ク商品は価格ベースで7-8割も航空

輸送に頼ってお り､航空便はEl本の貿

易の重要な輸送手段となっているので

そのような事態は何としても避けなけ

ればならない｡

以上､様々の角皮から国際航空貨物

便の自由化について見てきたが､最も

可能性の高いシナリオは多国間調整で

自由化が一気に進むのではなく二国間

協定によって段階的に進むというもの

だろう｡そうなった場合､日本の航空

会社も､日本の多 くのメーカーが過去

努力 してきたように､今よりも自由な

土俵上で競争することになるだろうO

ただし､日本のメーカーが米国内市場

に自由にアクセスできるのに対 して､

航空ではカポタージュが禁止されてい

る｡カポタージュを解禁することが良

い方策だとは思わないが､競争条件の

違いには注意が必要だO

いずれにせよ､日本の航空会社がグ

ローパル規模での競争で生き残るため

には､柔軟な運営を可能にすべく規制

を濃和することと､それを桂子とした

生産コス トのグローバル水準化が欠か

せない｡日本のメーカーや船社がこれ

まで取 り組んで来たように日本の航空

会社もグローバル基準のコス トで輸送

サービスを提供する体制を築き上げる

必要に迫られるだろう｡ ■l

注①OECDホームページ .

httpノ/www.oecdorg/home/

注(参ICAOホームページ

http://www.icao.lnt/

注③APECホームページ :

http//www.apecsecorg.sg/

注(彰wTOホームページ ,

http://www.wto.org/

注(91ATAホームページ :

http://wwwiata.org/1ndexhtm

注⑥日米航空協定の先発企業 '日本 3

社(JAL,ANA,NCA)､米国3社 (UAL,

NWA,FDX)

事業への参入 需給調整規制｢供給過剰の防止｣を廃止

路線毎の免許制から安全面の審査を中心とした事業毎の許可制に移

行運航ダイヤ 許可制から届出制

に移行路線の廃止を伴う場合は6ケ月前(利用者利便を阻害しない場合は2ケ月前

)の局出混雑空港の任用 羽EEl空港､伊丹空港等の発着枠の使用について､5年毎の

許可制を導入運賃 .料金 認可制から

事前届出制に移行不当な運賃.料金に対する

変更命令制度を導入運航 ,整備業務 企業間での業務の管理

の受委託を開放(許可制)ロジスティクスの明日をデザインする 無
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